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授業開始について 

前略 

学生の皆様、元気に過ごしていますでしょうか。オンライン授業や学校からの課題は進んでいますか？ 

さて、先般ご案内したように予定通り授業を 5 月 7 日（木）に開始致します。ただし、緊急事態宣言

の延長が決定した場合には、引き続き自宅で授業を受講していただくことになります。その場合の対応に

ついて、下記で詳しく説明します。また、現段階で決定していることについても下記に示します。わから

ないことや不安なことは各担任に連絡して下さい。 

皆さんの登校が許可され、皆さんの登校を持って学校に活気が戻ることを教職員一同心待ちにしてい

ます。それまで各自感染予防に努め、健康で過ごしてください。 

なお、本案内は保護者の方にも必ず目を通して頂くようにしてください。 

草々 

 

緊急事態宣言が延長された場合の授業形態について 

 

① 基本的に実技系授業を除き全面的にオンライン授業の継続となります。授業がアップされると Gmail

で連絡が入ります。課題提出期限に注意しながら進めて下さい。Google カレンダーにも期限が表示

されますので、活用して下さい。別途、シラバスを Classroom の各授業内で提示しますので確認し

て下さい。1年生のパソコンについては別に連絡します。 

 

② 実技系の授業はオンラインでは困難なため、時間割に大幅な変更や後期に前期の授業がずれ込むこと

が予測されます。改めて連絡します。 

 

③ 非常勤講師の授業は課題を Classroom で配信する予定です。レポート課題の提出は登校が許可され

てからになります。課題は授業曜日毎に配信しますので、少なくとも翌週までに課題が提出できるこ

とを目処に進めて下さい。レポートの書き方は「学生の手引き」を参考にし、表紙をつけて作成して

下さい。1年生は手書きでも構いません。 

 

④ 緊急事態宣言が終了しても、外出の自粛が継続される可能性があります。教育機関への要請は別に行

政機関より出されるものと思います。その際の登校開始は、行政機関の決定に準じた対応になりま

す。通常の登校が可能な場合に加え、週に何日といった方法、時間制限を設けた方法など、いまだ不

明ですがなるべく混乱しない方法を検討していきます。登校開始日は流動的ですが、突然やってくる

かもしれませんのでそのつもりでいてください。 

 

⑤ オンライン授業や担任面談にあたっては学生の皆さんの通信環境について配慮していますが、不都

合なことがあれば速やかに各担任に相談して下さい。 

 



 

現時点で決定していること 

 

① 夏期に予定していた臨床実習は、理学療法学科の 1年・2年・3年のすべて、作業療法学科の 3年生

が中止となります。現在、年度末への移行を検討していますが、流動的です。詳細が決まりましたら、

改めて皆さんにご連絡します。そのため、年間スケジュールが変更となりましたので、添付します。

確認して下さい。 

② 緊急事態宣言の動向を鑑み、5月 7日(木)が登校になるか否かは改めて Gmailで連絡します。 

 

 

以上 


